
資料２

下記のとおり運行しておりましたが、要員不足拡大のため一時的に運行回数の
見直しを行います。

実施期日：令和8年5月11日（月）～令和8年8月31日
※要因状況が回復した場合は、状況次第で期間が前後する可能性があります。

【玉名市街地循環バス右回り】
◎平日　　5/10 まで：1 日 11 便 ⇒ 5/11 より：1 日6 便 /日 ▲5 便
◎土日祝　5/10 まで：1 日 11 便 ⇒ 5/11 より：1 日6 便 /日 ▲5 便
【玉名市街地循環バス左回り】
◎平日　　5/10 まで：1 日 11 便 ⇒ 5/11 より：1 日5 便 /日 ▲6 便
◎土日祝　5/10 まで：1 日 10 便 ⇒ 5/11 より：1 日5 便 /日 ▲5 便


